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１ 計画の目的 

 わが国の国民健康保険（以下、「国保」という。）は、制度発足以来、国民皆保険制度の基

盤として、地域住民の医療機会の確保と健康の保持・増進に大きな役割を果たしています。

一方、他の医療保険に属さない者を被保険者とする国保は、退職者や無所得者が多くを占め

ており、所得に対する保険料負担が重いことや、年齢構成が高いことに起因する医療費の増

加など制度の構造的な問題を抱えています。さらに、医療の高度化などによる医療費の増加

も相まって、全国的に国保の財政運営は厳しさを増しています。 

この課題解消のため、平成３０年４月から都道府県が国保の財政責任を担い、持続可能な

医療保険に転換していくための新たな国保制度が施行されました。全国的に概ね順調に実施

されていますが、新しい国保制度の施行後も財政運営の健全化と保険料負担の軽減の両立を

図りながら、被保険者の健康の保持・増進につなげていくため、本市の国保事業運営の基本

方針及び具体的な取り組みについて定め、計画的かつ効率的な事業運営を進めるものです。 

 

２ 鳥取市国民健康保険事業運営の現状と課題 
（１）被保険者 

 本市の国保の被保険者数は、７５歳年齢到達による後期高齢者医療制度への加入が進むこ

とで被保険者数の減少が続くとともに（表１・図 1）、前期高齢者（６５歳～７４歳）の割合

が令和元年度には半数を超えるなど、加入者の高齢化が進んでいます（図２）。 

令和４年以降、いわゆる「団塊の世代」が７５歳に到達することや被用者保険の適用拡大

等により、さらに被保険者数の減少は進むものと見込んでいます。 
 

表１ 被保険者数の推移 

  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

国保加入世帯数※ 23,767 世帯 23,913 世帯 23,584 世帯 22,848 世帯 

国保被保険者数※   36,594 人   36,507 人   35,491 人   33,822 人   

国保世帯割合 29.39%   29.08%   28.08%   27.38%   

国保加入者割合 19.63%   19.47%   18.75%   18.21%   

※国民健康保険事業年報（年度平均）より 

図１ 被保険者数の推移             図２ 年齢構成割合の推移 
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（２）保険給付 

 医療費の増加は、将来の保険料負担の増加や県並びに市町村の国保事業会計の収支の悪

化に直結することから、被保険者の皆さんが健康を維持し、病気の重症化を未然に防ぐた

めの対策を講じることが保険者に求められています。 

令和５年度の全国の国保医療費総額は、被保険者の減少が進んだことから前年度比2.2％

の減（国保中央会 速報値）でした。一方、本市の医療費総額は前年度比0.6％の増と、ほ

ぼ横ばいで推移しています。これは本市でも被保険者は減少しているものの、全国平均よ

りも高齢者の加入割合が高く、一人当たりの平均医療費も高いことが主な要因と考えられ

ます。なお、本市の一人当たりの平均医療費の伸び率においても、全国平均が前年度比

+2.8％に対して、本市は前年度比＋5.5％と高い伸び率で推移しています(表２、３)。 

 

表２ 一人当たり療養の給付費の推移（退職被保険者を含む） 

  ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

金額（円） 前年度比 金額（円） 前年度比 金額（円） 前年度比 金額（円） 前年度比 

入院 168,318 100.6% 168,127 99.9% 176,043 104.7% 190,414 108.2% 

外来 124,667 99.1% 131,756 105.7% 133,064 101.0% 139,975 105.2% 

歯科 29,078 102.8% 30,605 105.3% 31,570 103.2% 32,257 102.2% 

小計 322,063 100.2% 330,487 102.6% 340,677 103.1% 362,646 106.4% 

薬剤 67,387 101.9% 70,088 104.0% 70,267 100.3% 70,654 100.5% 

食事療養 8,133 95.8% 8,035 98.8% 8,033 100.0% 8,592 107.0% 

訪問看護 3,437 142.4% 4,063 118.2% 4,612 113.5% 5,035 109.2% 

合計 401,019 100.7% 412,673 102.9% 423,589 102.6% 446,927 105.5% 

 

図３ 医療費の推移 
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表３ 療養諸率の推移（退職被保険者等を含む） 

  
１人当たり 

診 療 費 
受診率 

１件当たり 

日  数 

１日当たり 

診 療 費 

２年度 322,063 円 1056.27% 1.90 日 16,021 円 

３年度 330,487 円 1100.25% 1.87 日 16,072 円 

４年度 340,667 円 1110.22% 1.84 日 16,645 円 

５年度 362,646 円 1129.35% 1.85 日 17,330 円 

  ※診療費は入院、外来、歯科の合計 

 

表４ 療養費の推移（退職被保険者等を含む） 

 
件数 費 用 額 保険者負担 一部負担金 

   他法負担分 

他法優先 国保優先 

２年度 6,908 件 79,022 千円 57,596 千円 21,427 千円 0 千円 0 千円 

３年度 7,091 件 74,774 千円 54,637 千円 20,137 千円 0 千円 0 千円 

４年度 6,638 件 68,284 千円 49,827 千円 18,457 千円 0 千円 0 千円 

５年度 6,084 件 69,672 千円 50,595 千円 19,077 千円 0 千円 0 千円 

 

表５ 高額療養費の推移（退職被保険者等を含む） 

 
世  帯  合  算  分 

多 数 該 当 分 
多 数 該 当 分 そ の 他 

件数 支給額 件数 支給額 件数 支給額 

２年度 1,198 件 33,804 千円 2,608 件 33,170 千円 3,627 件 401,182 千円 

３年度 1,521 件 39,113 千円 2,471 件 28,572 千円 3,507 件 380,095 千円 

４年度 1,539 件 35,983 千円 2,512 件 26,477 千円 3,435 件 384,061 千円 

５年度 1,358 件 28,077 千円 2,497 件 27,916 千円 3,452 件 370,362 千円 
       

 長 期 疾 病 分 そ の 他 合  計 

件数 支給額 件数 支給額 件数 支給額 

２年度 2,275 件 197,382 千円 10,010 件 1,018,485 千円 19,717 件 1,682,832 千円 

３年度 2,183 件 186,194 千円 10,444 件 1,058,256 千円 20,126 件 1,692,230 千円 

４年度 2,117 件 173,345 千円 10,719 件 1,064,207 千円 20,322 件 1,684,073 千円 

５年度 2,234 件 189,394 千円 11,257 件 1,176,424 千円 20,798 件 1,792,173 千円 

 

表６ 付加給付の推移 

 

出産育児一時金 葬 祭 費 傷病手当金 

件数 支給率 支給額 件数 支給率 支給額 件数 支給率 支給額 

２年度 71 件 0.19% 29,756 千円 275 件 0.75% 8,250 千円 1 件 0.00% 46 千円 

３年度 66 件 0.18% 27,628 千円 292 件 0.80% 8,760 千円 15 件 0.04% 419 千円 

４年度 66 件 0.19% 27,680 千円 289 件 0.81% 8,670 千円 58 件 0.16% 1,328 千円

５年度 62 件 0.18% 29,696 千円 249 件 0.74% 7,470 千円 6 件 0.02%  77 千円 
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（３）保険料 

本市の国保は、保険料の収納率向上対策や医療費適正化の重点的な取り組みなどにより、

安定的な財政運営が可能になったことを受け、平成２７年度と平成２８年度に２年連続で保

険料率の引下げを行いました。さらに国保の新制度施行の初年度となる平成３０年度は、将

来の保険料負担の公平化を図るため、保険料総額を引下げるとともに、資産割を廃止するな

どの保険料率の全面改定を行いました。 

平成３０年度から国保の財政運営の責任主体が都道府県に移行し、医療費の支払いを都道

府県が担保するため、年度末に資金不足に陥るリスクは緩和されましたが、一方で市町村の

保険料は、都道府県が公費や医療費の動向を勘案して年度当初に都道府県が決定する国保事

業費納付金（以下、「納付金」という。）の額に大きく影響することとなりました。 

令和６年度の鳥取市の国保事業は、鳥取県が算定する国民健康保険事業費納付金の大幅な

減額などにより、前年度よりも歳出を抑制できる見通しであることから、令和６年度の保険

料率を据え置きとしました。 

 

表７ 令和６年度国保料率 

 令和６年度 【参考】対前年度 

医療分 

所得割 6.1％ 

据え置き 

均等割 20,900 円 

平等割 22,000 円 

支援分 

所得割 2.7％ 

均等割 9,200 円 

平等割 9,000 円 

介護分 

所得割 2.2％ 

均等割 9,200 円 

平等割 7,000 円 

 

図４ 被保険者一人当たり保険料の推移 
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① 国保事業納付金 

当該年度に必要となる納付金は、鳥取県が県全体の保険給付費、後期高齢者支援金及び介

護納付金等を推計し、そこから交付・納付することが見込まれる公費等を加減算して算出し

ます。令和６年度の県全体の納付金は、前年度から約１６億円の減（前年度比△11.8％）を

見込んでいます。 

また、市町村の納付金については、県全体の納付金をもとに、鳥取県が市町村ごとの医療

費水準や所得水準を考慮して配分額を決定します。令和６年度の本市の納付金総額は、前年

度から約５億８千万円の減となる見込み（表８-１）です。 

 

表８-１ 納付金の推移 

 
令和６年度 令和５年度 

増減 

額 割合 

基礎賦課額（医療分） 236,274 万円 294,045 万円 △57,771 万円 △19.6％ 

後期高齢者支援金分 109,703 万円 110,006 万円 △303 万円 △0.3％ 

介護納付金分 31,996 万円 31,928 万円 ＋68 万円 ＋0.2％ 

納付金総額 377,973 万円 435,979 万円 △58,006 万円 △13.3％ 

 

表８-２ 被保険者一人あたりに換算した納付金額 

令和６年度 令和５年度 
増減 

額 割合 

114,440 円 126,926 円 △12,486 円 △9.8％ 

※納付金総額を本市の被保険者数（令和６年度は当初賦課時点 33,028 人、令和５年度は当初

賦課時点 34,349 人）で除した一人当たりの額 
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② 【参考】鳥取県が示す標準保険料率について 

平成３０年度の国保制度改革により、都道府県が国保保険者として財政運営の責任主体と

なり、国保制度の安定化を図る方策の一つとして、毎年度、市町村ごとの標準的な住民負担

を算定し、標準保険料率（国民健康保険事業費納付金を納めるための参考料率）を提示する

こととなりました。各市町村はこの標準保険料率を参考としながら、それぞれの保険料算定

方式や予定収納率等に基づいて保険料率を定めることとなっています。 

国は遅くとも令和１７年度までに、都道府県ごとの保険料水準を完全に統一する方針を打

ち出しており、県内においても、市町村間の意見調整を図りながら段階的な保険料水準の統

一を目指しています。 

このように保険料率が県内で統一されるまで、各市町村とも独自に保険料率を設定してい

くこととなりますが、本市の保険料率と鳥取県が示す標準保険料率との間に乖離が生じると、

国民健康保険事業費納付金を納めるための歳入が確保できず、健全な財政運営が難しくなる

ことから、できるだけ本市の保険料率が標準保険料率から引き離されないことが必要となり

ます。 

 

   表９ 本市の国民健康保険料率と県算定標準料率 

 令和６年度 
県算定標準料率 

（Ｒ６鳥取市分） 

医療分 

所得割 6.1% 5.54％ 

均等割 20,900 円 22,949 円 

平等割 22,000 円 15,572 円 

支援分 

所得割 2.7% 3.19％ 

均等割 9,200 円 12,827 円 

平等割 9,000 円 8,704 円 

介護分 

所得割 2.2% 2.77％ 

均等割 9,200 円 13,832 円 

平等割 7,000 円 6,707 円 
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（４）財政 

本市の国保費特別会計の収支は、平成２３年度以降、黒字で推移していますが、近年は少

子高齢化の進展とともに、厳しい財政運営を迎えています。 

国保の制度改革が施行された平成３０年度以降は、財政運営の責任主体が都道府県となり、

国からの財政支援が拡充されるとともに、年度内の医療費の支払いを県が担保することで単

年度の財政運営は安定することになりました。また、会計の安定化のために恒常的に保有す

べき国保運営準備基金を確保していますので、当面の間は、財政調整を図りながら運営が可

能な水準にあります（表１１）。 

しかしながら、引き続き一人当たりの医療費の増加や被保険者の減少による保険料収入の

減などの様々な課題を抱えており、本市の国保財政を取り巻く状況も一段と厳しさを増して

います。財政の枠組みや市町村の役割は大きく変わりましたが、今後も危機感を維持しなが

ら適正な事業運営を行っていくことがより一層求められています。 

 

表１０ 国民健康保険費特別会計の推移 

【歳入】                            （単位：千円） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

① 国民健康保険料 3,159,368 2,942,121 2,815,327 2,744,018 

② 国 庫 支 出 金 41,027 7,917 21 488 

③ 県 支 出 金 12,910,602 13,197,620 13,108,575 13,287,287 

④ 一般会計繰入金 1,681,575 1,637,400 1,633,591 1,571,802 

⑤ 基 金 繰 入 金 0 0 0 229,000 

⑥ 繰 越 金 237,803 177,090 213,632 69,796 

⑦ そ の 他 28,886 26,094 28,474 15,913 

合     計 18,059,261 17,988,242 17,799,620 17,898,304 

【歳出】  
 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

① 保 険 給 付 費 12,596,442 12,916,914 12,904,391 13,066,608 

② 国保事業費納付金 4,807,886 4,370,478 4,350,862 4,359,788 

③ 保 健 事 業 費 130,123 134,396 131,190 138,899 

④ そ の 他 347,720 352,822 343,381 324,254 

 合     計 17,882,171 17,774,610 17,729,824 17,889,549 

 収 支 差 引 177,090 213,632 69,796 8,755 

 

表１１ 国民健康保険運営準備基金残高の推移            （単位：千円） 

 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

基 金 残 高 1,659,262 1,659,312 1,659,361 1,450,410 
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 図５ 令和６年度国民健康保険費特別会計歳入歳出当初予算の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１２ 令和６年度国民健康保険費特別会計歳入歳出当初予算 

【歳入】                                 単位：千円 

  
Ｒ５年度 

当初予算（A） 

Ｒ６年度 

当初予算（B） 

差 引 

（Ｂ-Ａ） 
説  明 

① 保 険 料 2,702,619 2,579,852 ▲ 122,767  

 現 年 度 分 2,608,704 2,515,185 ▲ 93,519 対前年度比 -3.58% 

 滞 納 繰 越 分 93,915 64,667 ▲ 29,248 対前年度比 -31.14% 

② 国 庫 支 出 金 0 0 - 対前年度比   - 

③ 県 支 出 金 13,271,020 13,527,330 256,310 対前年度比  1.93％ 

④ 一 般 会 計 繰 入 金 1,644,850 1,517,614 ▲ 127,236 対前年度比 -7.74％ 

⑤ そ の 他 434,703 119,256 ▲ 315,447 繰越金、基金繰入金等 

合    計 18,053,192 17,744,052 ▲ 309,140     

【歳出】     単位：千円  

    
Ｒ５年度 

当初予算（A） 

R６年度 

当初予算（B） 

差 引 

（Ｂ-Ａ） 
説  明 

① 保 険 給 付 費 13,088,013 13,335,157 247,144 対前年度比 1.89% 

② 保 健 事 業 費 154,421 160,486 6,065 対前年度比 3.93% 

③ 国保事業費納付金 4,359,790 3,779,730 ▲ 580,060 対前年度比  -13.30％ 

④ そ の 他 450,968 468,679 17,711 総務費（人件費、事務費）

予備費等 

合    計 18,053,192 17,744,052 ▲ 309,140     

 

 

 

保険給付費

75%

国保事業費

納付金

21%

保健事業費

1%

その他

3%

歳出

保険料

14%

県支出金

76%

一般会計繰入金

9%

その他

1%

歳入
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３．基本方針 

 

（１）鳥取市国保事業運営の基本方針（３本の柱） 

本市の基本方針は、従来から以下に掲げる３本の柱を重点に推進しています。引き続き関

係組織の協力体制のもと、医療、保健、福祉等の各事業との連携及び市民活動団体等との協

働により、事業運営の安定化と被保険者の健康の保持・増進の取り組みを推進します。 

 

 

（２）計画期間 

 本計画の期間は、単年度とし、「第１１次鳥取市総合計画」をはじめとする各種計画と

の整合を図りながら、毎年度見直しを行います。 

 

（３）事業実績の公表 

 国保事業の運営実績は、毎年度とりまとめ、鳥取市公式ホームページ上に公表します。 

 

（４）計画の評価及び見直し 

 本計画に対する事業実施状況の評価及び計画の見直しにあたっては、鳥取市国民健康保

険運営協議会の意見を反映します。 

  

保険料収納率の
確保・向上

•国保料の適正な賦課

•納付に係る利便性の向上

•滞納者対策

医療費の適正化

•資格管理の適正化

•保険給付の適正化

•健康・医療費適正化に対
する意識の向上

保健事業の充実

•疾病の早期発見・重症化
予防

•特定健康診査・特定保健
指導の未受診者対策

•関係組織との連携・健康
づくりの推進

•地域包括ケアの推進
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４．事業計画 

（１）保険料収納率の確保・向上 

国保料は、被保険者が病気やけがをしたときの医療費の負担を軽くするための財源となり

ます。公平負担の観点から保険料の収納率の向上対策に重点的に取り組みます。 

 

図６ 国保料収納率の推移 

 

表１３ 現年度分保険料収納状況                   単位：円 

年度 調定額 収納額 うち未還付額 不納欠損額 

２年度 3,209,937,400 3,039,757,405 3,062,400 0 

３年度 2,972,862,300 2,831,627,393 4,077,300 0 

４年度 2,841,257,800 2,723,853,809 4,064,500 0 

５年度 2,775,021,300 2,668,575,423 3,325,377 0 

 

表１４ 滞納繰越分保険料収納状況                  単位：円 

年度 調定額 収納額 うち未還付額 不納欠損額 

２年度 415,237,867 119,610,262 103,600 102,163,883 

３年度 362,452,225 110,493,718 97,000 99,022,410 

４年度 292,523,070 91,472,746 163,300 79,062,495 

５年度 240,046,358 75,442,301 95,481 61,943,087 

 

① 取組みの主な目標 

本市の国保料の収納率は、経済雇用状況の悪化により長期低迷していましたが、平成２４

年度の収納強化を図るため市税と国保料の徴収を一元化し、併せて体制を充実強化した結果、

収納率は年々向上（図６、表 15）し、平成２３年度末に約１３億５千万円あった未収金は、

１０年後の令和３年度末には３億円以下に縮減しています。 

今後も現行体制においてさらなる組織強化を図りつつ、収納率の向上に繋げていきます。 
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表１５ 国保料収納率の推移 

 現年度賦課分 滞納繰越分 合計 

２年度 94.60％ 28.78％ 87.06％ 

３年度 95.11％ 30.44％ 88.09％ 

４年度 95.72％ 31.21％ 89.70％ 

５年度 96.04％ 31.39％ 90.90％ 

 

② 具体的な取組み  

（ア）国保料の適正な賦課 

◆ 資格管理による適正な賦課 

 被保険者資格の適用適正化は国保事業の基本であり、オンライン資格確認における迅

速かつ正確なデータ登録や広報等により未適用者へ制度周知に努め、遡及適用による保

険料の滞納の未然防止に努めます。 

◆ 所得状況の把握 

未申告者対策として申告勧奨通知を年２回送付し、提出を求めていきます。これまで

の来庁時の聞き取りに加え、所得申告の必要性（申告書の提出がないと適正な賦課がで

きない旨）を広報していきます。 

（イ）納付に係る利便性の向上 

 ◆ 口座振替の推進 

市報、納付書送付時、金融機関などで口座振替の推進を図っています。ペイジー口座振

替を市の窓口で迅速に受付することにより、効率的な口座振替の推進に取り組んでいます。 

また、令和６年度からは一部の金融機関対象の Web 口座振替受付サービスを開始し、

24 時間どこでも口座振替の申込みが可能となりました。 

◆ スマートフォンアプリによるキャッシュレス決済の導入 

  令和２年４月１日からキャッシュレスの時代の流れに即したスマートフォンアプリ

による納付方法を導入し、専用アプリをインストールして納付書に印字されているバー

コードを読み込むことで、いつでもどこでも納付が可能となります。 

◆ コンビニ納付による利便性の向上 

コンビニエンスストアでの国保料の納付により、納付に対する利便性の向上に繋げてい

ます。 

◆ 普通徴収の納期の分割 

  普通徴収に係る納期を８期から１０期へ分割することにより、１回当たりの負担額を平

準化し、被保険者の負担感を緩和しています。 

（ウ）滞納者対策 

◆ 滞納者への早期対応 

 滞納となった者に対して、業務委託しているコールセンターから電話催告を行うととも

に、一斉催告、休日納付窓口開設など早期収納対策を実施することにより、滞納者の増加

と滞納の累積化を防止します。 
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◆ 納付相談による納付誓約 

 納期内納付が困難な者に対しては、生活状況などの聞き取りを実施し、適正な納付誓約

を行います。 

◆ 滞納者の実態把握と滞納処分 

 納付がない者、連絡がない者においては、世帯構成、居住状況、及び財産調査などを速

やかに行い、滞納処分が必要と判断した場合は、滞納処分を実行します。 

◆ 被保険者資格証明書iの交付 

特別な事情もなく長期にわたり納付催告、納税相談等に応じない者に対しては、公平負

担の観点から被保険者資格証明書を交付し、接触の機会を確保するように努めます。 

 

  表１６ 短期被保険者証の交付状況（対象年度の翌年 7 月末現在） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 
交付世帯数 1,311 世帯 1,183 世帯 931 世帯 867 世帯 

 

表１７ 被保険者資格証明書の交付状況（対象年度の翌年 7 月末現在） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 
交付世帯数 41 世帯 43 世帯 36 世帯   20 世帯 

 

（２）医療費の適正化 

医療費は、被保険者の健康状態を表す指標であると同時に、医療費が増加することによ

って、被保険者の保険料負担の増加や財政運営の悪化の要因になります。本市では、被保

険者の健康の保持と医療費適正化の取り組みとして、レセプト内容の点検や適正な受診に

係る訪問指導をはじめ、ジェネリック医薬品 の利用促進や生活習慣病予防啓発キャンペー

ンなど、さまざまな啓発活動に取り組んでいます。 

 

①  取組みの主な目標 

第１１次鳥取市総合計画に基づきジェネリック医薬品の普及率目標値（令和７年度ま

でに数量ベースで 85％）の達成を目標とします。 

 

表１８ ジェネリック医薬品の使用状況（厚生労働省公表数値） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

普及率 80.9％ 80.6％ 81.8％ 82.8％ 

    

② 具体的な取組み 

（ア）被保険者資格管理の適正化 

◆ 保険資格重複適用者対策 

日本年金機構と連携を図り、社会保険と資格が重複していると思われる者を抽出して、

通知により保険資格の異動手続きを促します。 
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◆ 居所不明被保険者の適用適正化 

国民健康被保険者証、納税通知書、督促状等が返戻された者について、実態調査のうえ

台帳の整理を行い、住民登録担当課の職権消除依頼を行います。 

（イ）給付内容点検の適正化 

◆ レセプトii点検の充実強化   

医療事務に精通した専任のレセプト点検員を配置する鳥取県国民健康保険団体連合会に委

託し、診療内容の点検、請求点数等の点検の強化と共同化による事務の効率化を図ります。 

◆ 国保資格喪失後受診による不当利得の徴収 

社会保険等に加入した後でも国保で受診する「資格喪失後受診」が発生した場合は、資

格喪失後受診者に対し、保険給付費の返還を求めます。また、保険者間で調整が可能な場

合は他の保険に請求を行うなど、不当利得の回収に努めます。  

◆ 第三者行為求償事務 

  交通事故等による第三者行為に係る求償は、直接的な医療費の適正化に連動することか

ら、高いスキルを持つ専任職員を配置する鳥取県国民健康保険団体連合会に事務を委託し、

連携を強化して積極的に対応します。またレセプト点検等による傷病名からの発見、消防

本部等関係機関と連携し、第三者行為のレセプトの抽出に努めます。 

（ウ）健康・医療費適正化に対する意識の向上 

◆ 医療費通知の送付 

医療費の適正化、健康に対する意識の向上等を目的として、被保険者に医療機関で治療

を受けた時の医療費を通知します。（１年分の医療費を年４回に分けて通知）なお、個人

情報保護の観点から個人単位での通知とします（平成２９年度より実施）。 

◆ ジェネリック医薬品差額通知による利用勧奨 

  新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額を通知することによりジェネリッ

ク医薬品の利用勧奨を行い、患者負担の軽減と国保の医療費の削減を図ります。 

◆ 適正受診・適正服薬に向けた啓発活動 

  一般社団法人鳥取県薬剤師会及び健康づくり地区推進員の協力を得て、地域に出向いて

頻回受診や多剤・重複服薬による健康被害の防止と医療費の適正化に向けた講座の開催や

服薬相談会による啓発活動を実施します。 

（３）保健事業の充実 

高齢化の急速な進展や生活習慣病の増加状況から、疾病の重症化予防や健康増進の取り組

みが重要な課題となっています。保健事業に重点的に取組むため、「医療費適正化推進室」、

「健診推進室」において国保専任の保健師等の人材を確保するとともに、市の他部署と連携

しながら、実施体制の強化を図っています。今後も、鳥取市国民健康保険「第３期保健事業

実施計画（データヘルス計画）・第４期鳥取市特定健康診査等実施計画」（令和 6 年度～令和

11 年度）に沿った積極的な保健事業を展開し、データ分析による課題の明確化・効果検証

などの評価を行いながら、被保険者の生涯にわたる健康づくりを促進していきます。 
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① 取組みの目標 

今期計画に掲げる特定健診・特定保健指導の実施率の向上を主たる目標とし、その他各種

計画に掲げる成果目標の着実な進捗を図ります。 

 

表１９ 特定健康診査の利用状況（法定報告） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

利用率 32.9％ 33.8％ 34.5％ 35.5％（見込） 

 

表２０ 特定保健指導の実施状況（法定報告） 

 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

実施率 35.4％ 31.3％ 30.6％ 31.0％（見込） 

   

② 具体的な取組み 

（ア）疾病の早期発見・重症化予防事業 

◆ 人間ドックの実施 

  ４０歳～７４歳の国保加入者を対象にした日帰りの人間ドックを東部地域４０医療機

関で実施します。 

◆ 脳ドックの実施 

４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳のふしめ年齢の国保加入者を対象にＭＲ

Ｉを使った脳ドックを市内６医療機関で実施します。 

◆ 生活習慣病治療中断者訪問指導事業 

生活習慣病で治療していたが自己判断で治療を中断している者に対し、看護師が訪問に

より受療再開を指導するとともに併せて特定健診の受診勧奨を実施します。 

◆ 生活習慣病重症化予防に対する訪問指導事業 

健診結果データに基づき生活習慣病のリスクがある者を抽出し、管理栄養士や保健師等

が家庭訪問により栄養指導や保健指導を実施します。 

◆ 適正受診対策事業 

被保険者のレセプトデータや KDB（国保データベース）システムをベースに、重複・

頻回受診者等の抽出及び受診状況の把握を行い、看護師の訪問により、重複・頻回受診が

及ぼす弊害の啓発（重複検査、重複服薬等）や食事・運動等生活改善の指導を行います。 

◆ 生活習慣病予防啓発キャンペーン 

地域やイベント会場等に出向き、血糖値測定や血圧測定、健康相談を実施し、自己の健

康チェックと糖尿病をはじめとする生活習慣病予防に関する知識の普及と健診の必要性

を啓発します。 
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◆ 糖尿病性腎症iii重症化予防事業 

糖尿病患者が増加する状況にある中で、合併症の一つである糖尿病性腎症に着目し、腎

不全による透析療法ステージに移行する前の糖尿病患者に対し、医師の指示のもと、民間

のノウハウを活用した個別の保健・生活指導を実施し、重症化を予防します。 

◆ 糖尿病性腎症重症化予防フォローアップ事業 

糖尿病性腎症重症化予防事業を通じて習得したセルフマネジメントを日々の習慣とし

て継続して取り組んでいただくため、当該事業修了者に対し、看護師・管理栄養士による

支援（フォロー）を行います。 

◆ 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）iv予防啓発事業 

     COPD は、その認知度の低さから医療機関の受診につながらず、肺癌、喘息などの合併疾

患が重症化した段階で判明し、死亡に至るケースが増加している現状から、公共施設や商業施

設等での啓発展示や地域への健康教育、健康相談会等の開催により、COPD に対する認知度

向上のための啓発に取り組みます。 

 ◆ お気軽けんこう講座 

  血圧測定、血糖値測定、骨密度測定など、国保の被保険者が気軽に健康チェックができる機

会や食事と栄養管理、運動、口腔ケア、フレイル予防等に関する講座を提供し、被保険者のセ

ルフコントロール力を高め、生活改善意欲の醸成につなげます。 

◆ 健康づくり出前講座 

生活習慣病予防の理解を深めるために保健師や管理栄養士等が地域に出向いてミニ講

座を開催します。また、薬剤師会の協力のもと服薬に関するミニ講座も開催します。 

（イ）特定健康診査・特定保健指導vの未受診者対策 

 ◆ 受診しやすい環境づくり 

 特定健診とがん検診の同日実施、休日健診や大型商業施設などでの実施、WEB による

集団検診予約の受付等、利便性に配慮して受診機会を増やす取り組みを行います。 

◆ 個別案内通知、訪問による受診勧奨 

過去の受診歴を参考に受診勧奨通知（ＤＭ）を送付します。また、保健師、看護師等が

未受診者宅へ家庭訪問を行い、健診受診の必要性を説明し受診者増を図ります。 

◆ 特定保健指導の体制づくり 

対面又はオンライン面談等対象者が特定保健指導を利用しやすい体制を整え、利用率向

上を図ります。 

（ウ）関係組織との連携・健康づくりの推進 

 ◆ 庁内組織の連携 

 保健事業の実施にあたっては、市の関係部署と庁内連絡会議を開催し、引き続き連携し

た取り組みを推進していきます 

◆ 医療機関との連携 

新規の保健事業を実施する場合など、必要に応じて鳥取県東部医師会、鳥取県東部歯科

医師会、鳥取県薬剤師会東部支部等の関係機関に対して事前協議等を行うとともに、実施

にあたって協力を仰ぎながら取り組みます。 
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 ◆ 保険者等との連携 

保健事業の積極的な推進を図るため、全国健康保険協会鳥取支部（鳥取市の健康づくり

事業に関する包括連携協定に基づく健康増進策の推進）や鳥取県国民健康保険団体連合会

（保健事業支援・評価委員会による国保・後期高齢者ヘルスサポート事業等の活用）など

の各種機関と連携及び協力を図ります。 

◆ 地域活動組織の育成・連携 

地域における健康づくり活動のリーダーとして資質の向上と意識の高揚を図るため、健

康づくり地区推進員の研修会を実施するとともに、活動に必要な経費を助成し、地域にお

ける自主的活動を促進します。また、保健事業の実施にあたり、健康づくり地区推進員や

食育推進員と連携及び協力を図るなど実施体制の整備に努めます。 

 国民健康保険杯グラウンドゴルフ大会・高齢者ゲートボール大会 

     地域の団体に運営を委託して日ごろの練習成果を発揮できる大会を開催することにより、

高齢者を対象とした健康づくりを図ります。 

（エ）地域包括ケアの推進 

 ◆ 佐治地域生活習慣病発症要因研究事業 

佐治町国民健康保険診療所の地域との密着性を活かし、自治医科大学との共同により、

佐治地域をモデル地区として循環器系疾患のリスク要因分析と超高齢地域における保健・

医療・介護の関連性と課題を明らかにするための研究事業を継続します。（Ｈ２９年度～

Ｒ８年度） 

（オ）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

  医療、健診、介護データを分析し、高齢者の健康課題等、その特性に対応した保健事業

と介護予防を一体的に実施します。 

 

５．国保都道府県化の対応 

（１）保険料負担の県内平準化 

 ◆ 平成３０年度に国保の財政運営責任主体を都道府県に移管した国保新制度の施行に

より、県内の医療費等の支出は、各市町村がお互いに負担し合う仕組みに変わりました。

県が令和６年度に策定する第３期鳥取県国民健康保険運営方針では、令和１１年度に納

付金ベースの統一を目指すことが位置づけられ、保険料水準の完全統一についても、引

き続き協議していくこととなります。本市としては、被保険者の受益と負担の公平性を

確保する観点から、県内のどの居住地でも負担水準が同じになるよう県に求めていきま

す。 

 

（２）共同化による事務の効率化・サービス水準の県内標準化 

 ◆ 広域化によるスケールメリットを活かした事務の効率化・標準化を図るため、優先順

位を判断し、実現可能な事務の共同化を検討していきます。 

 ◆ 給付サービスの市町村間の差異（給付審査基準、葬祭費等の任意給付基準、一部負担

減免基準など）の統一化について協議していきます。 
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（３）財政の安定化 

 ◆ 特別医療費助成（障がい、ひとり親）の実施に係る国庫支出金の減額措置（ペナルテ

ィ措置）は、国保の都道府県化により直接的には県、間接的に市町村が受けているもの

です。そのため、市町村に納付金として全額を負わせることなく、財政調整の制度化と

県による応分の負担を要求します。 

 

６．マイナンバーカードと健康保険証の一体化（マイナ保険証）についての対応 

マイナンバー法及び関連法の改正により、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、

令和６年１２月２日から健康保険証の発行は終了となります。これ以降は、マイナ保険証を

基本とする仕組みに移行しますが、引き続き、保険診療を円滑に受けることができるよう取

組を進めます。なお、令和６年１２月１日時点でお手元にある有効な健康保険証は、廃止日

以降も記載のある有効期限（最長令和７年７月３１日）まで使用できます。 

 

（１） マイナ保険証の利用促進 

◆ マイナ保険証の利用率は低い状況にあり、被保険者に対してマイナ保険証の利用方法や

メリットについて広報し、制度周知を図ります。 

（２）特別療養費の支給の通知の仕組みの整備 

◆ 長期にわたる保険料滞納者へ保険料の納付を促す取組として、これまで行ってきた被保

険者資格証明書の交付に代えて、同様の枠組みをもとにした「特別療養費の支給に変更す

る旨の事前通知（医療費全額を支払ったうえで、保険給付分が償還払いされる仕組）」を

行うことになります。今後、国から示される通知等をもとに運用方法を整理します。 

なお、短期被保険者証の仕組みについては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化

により廃止となります。 
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脚注 

 
 
i 被保険者資格証明書：特別の事情がなく国民健康保険料の納付期限後 1 年を経ても納めない場合

に、市区町村から交付される資格証明書。患者は医療機関で医療費の全額を自己負担し、後日領

収書を添えて申請すると保険給付分の一部が払い戻される。 

 
ii レセプト：患者が受けた保険診療について、医療機関が保険者に請求する医療報酬の明細書の総

称。医科・歯科の場合には診療報酬明細書、薬局における調剤の場合には調剤報酬明細書、訪問

看護の場合には訪問看護療養費明細書という。 

 
iii 糖尿病性腎症：糖尿病性末梢神経障害および糖尿病網膜症とともに、糖尿病の３大合併症のひ

とつ。本症が進行すると腎機能が悪化し、現在では透析療法を受ける患者さんの原因疾患の第１

位を占めている。 

 
iv 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ：chronic obstructive pulmonary disease）：慢性気管支炎や肺気腫

と呼ばれてきた病気の総称。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎

症性疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえる。 

 
v 特定健康診査・特定保健指導：メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診

査（特定健康診査）を行い、その結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善に

よる生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、医師、保健師、管理栄養士等の専門家

から生活習慣を見直すサポートをする保健指導（特定保健指導）を行う。 

 

 

 

 


